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平
成
十
六
年
一
月
五
日
か
ら
﹁
自
動

車
登
録
検
査
業
務
電
子
情
報
シ
ス
テ

ム
﹂︵M

O
T

A
S

︶
が
更
改
さ
れ
ま
し
た
。

　

八
年
ぶ
り
四
度
目
の
更
改
と
な
る
新

シ
ス
テ
ム
の
特
徴
は
、　

事
務
処
理
の

（１）

高
度
化
・
効
率
化
が
格
段
に
ア
ッ
プ
さ

れ
た
こ
と
、　

将
来
の
業
務
の
多
様
化

（２）

に
備
え
た
拡
張
性
を
保
持
し
て
い
る
こ

と
、
の
二
点
で
す
。

　
　

に
つ
い
て
は
、
①
端
末
設
備
、
②

（１）
入
力
方
法
、
③
出
力
方
法
の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
大
幅
な
改
善

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

端
末
設
備
の
改
善
と
し
て
、
地
方
運

輸
支
局
︵
沖
縄
県
に
お
い
て
は
陸
運
事

務
所
︶
等
に
設
置
さ
れ
る
端
末
機
の
処

理
能
力
の
飛
躍
的
な
向
上
と
新
規
端
末

機
の
導
入
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

光
学
式
文
字
読
取
装
置
の
場
合
、
正

読
率
が
大
幅
に
向
上
し
、
読
み
取
り
速

度
も
、
従
来
の
約
七
十
％
も
ア
ッ
プ
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
初
め
て
タ
ッ
チ

パ
ネ
ル
機
能
付
き
十
七
イ
ン
チ
カ
ラ
ー

液
晶
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
が
採
用
さ
れ
ま
し

た
。

　

車
検
証
等
を
印
字
す
る
プ
リ
ン
タ
ー

は
、
レ
ー
ザ
ー
プ
リ
ン
タ
ー
に
変
更
さ

れ
て
騒
音
・
振
動
の
低
減
を
図
る
と
と

も
に
、
印
字
速
度
も
従
来
の
約
二
倍
に

ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
照
会
業
務
や
申
請
業
務
の
訂

正
・
復
元
業
務
を
行
う
照
会
端
末
装
置

及
び
検
査
標
章︵
ス
テ
ッ
カ
ー
︶プ
リ
ン

タ
ー
も
新
た
に
導
入
さ
れ
、
業
務
の
効

率
化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

入
力
方
法
で
改
善
さ
れ
た
の
は
、
次

の
二
点
で
す
。

　

第
一
に
、
全
入
力
帳
票︵O

C
R

シ
ー

ト
︶サ
イ
ズ
の
統
一
化
が
図
ら
れ
、
全

て
A
4
サ
イ
ズ
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
二
に
、
入
力
項
目
・
処
理
の
改
善

で
す
。
具
体
的
に
は
、
走
行
距
離
の
管

理
、
盗
難
情
報
の
管
理
、
車
台
番
号
に

よ
る
登
録
事
項
等
証
明
書
の
交
付
等
、

入
力
︵
管
理
︶
情
報
を
追
加
し
て
事
務

処
理
の
効
率
化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

出
力
方
法
で
改
善
さ
れ
た
の
は
、
次

の
三
点
で
す
。

　

第
一
は
、
レ
ー
ザ
ー
プ
リ
ン
タ
ー
の

採
用
に
よ
り
、
出
力
帳
票
毎
︵
自
動
車

検
査
証
、
登
録
事
項
等
通
知
書
、
登
録

事
項
等
証
明
書
︶
に
異
な
る
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
の
出
力
を
行
い
、
帳
票
識
別
の

容
易
性
を
確
保
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

車
検
証
の
色
も
薄
紫
色
に
変
更
さ
れ
ま

し
た
。

　

第
二
は
、
自
動
車
検
査
証
の
妥
当
性

チ
ェ
ッ
ク
及
び
ス
テ
ッ
カ
ー
の
出
力
に

活
用
す
る
た
め
、
自
動
車
検
査
証
等
の

枠
外
に
二
次
元
コ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
る

こ
と
で
す
。

　

第
三
に
、
端
末
機
で
ス
テ
ッ
カ
ー
を

自
動
出
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で

す
。
自
動
出
力
に
伴
っ
て
ス
テ
ッ
カ
ー

の
仕
様
が
変
更
さ
れ
、
従
来
の
四
色
を

一
色
に
統
一
し
、
大
き
さ
も
二
輪
用
と

同
程
度
の
大
き
さ
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
新
シ
ス
テ
ム
の
も
う
一
つ
の

特
徴
で
あ
る
業
務
の
多
様
化
に
備
え
た

拡
張
性
の
保
持
に
つ
い
て
は
、
近
い
将

来
に
お
け
る
登
録
業
務
の
ワ
ン
ス
テ
ッ

プ
サ
ー
ビ
ス
化
を
主
な
目
的
と
し
た
も

の
で
す
。

　

現
行
の
自
動
車
保
有
関
係
手
続
で

は
、
申
請
者
は
、
関
係
行
政
機
関
の
窓

口
に
出
頭
し
て
手
続
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
申
請
者
に
と
っ
て

大
き
な
負
担
と
な
っ
て
お
り
、
手
続
が

煩
雑
で
あ
る
と
の
批
判
に
も
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
多
数
の

手
続
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
、
し
か

も
一
括
で
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
、

﹁
自
動
車
保
有
関
係
手
続
の

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
﹂
で

す
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
に

は
、
高
度
な
電
子
情
報
処
理
シ

ス
テ
ム
の
整
備
が
不
可
欠
で
す

が
、
新
シ
ス
テ
ム
で
は
、
平
成

十
七
年
の
実
現
に
向
け
て
検
討

が
進
め
ら
れ
て
い
る
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
電
子
申
請
に
も
対
応
で

き
る
拡
張
性
を
保
持
し
て
い
ま

す
。
こ
の
拡
張
性
の
保
持
こ
そ

が
新
シ
ス
テ
ム
の
最
大
の
特
徴

と
い
え
ま
す
。
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新
「
自
動
車
登
録
検
査
業
務
電
子
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
」

　
（M

O
T
A
S

）
の
概
要


